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　合併以後、印西地区、印旛地区で異なっていた市営水道
の水道料金および旧市村地区ごとに異なっていた下水道使
用料が、平成26年4月から印西地区料金に統一されます
（それぞれ右表、下表参照）。
　ご理解くださるようよろしくお願いいたします。
■問 水道課水道事業班（本埜支所内・緯碓97 1111）、下水道課
業務班（緯内線788・789）。
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【下水道使用料料金統一の影響】
　今回の料金統一によって負担が増
えるのは、2カ月の使用水量が旧印
旛村の区域で61逢を超える使用者、
旧本埜村の区域で1,001逢を超える
使用者になります。旧印西市の区域
の使用者は、料金統一による影響は
ありません。

　毎月第二金曜日に行われている市民生活相談・法律相談・人権
相談・交通事故相談・行政相談は、今まで当日先着順で受け付け
を行ってきましたが、4月から電話予約制に変わります。
胸予約受付期間…相談日（毎月第二金曜日）の一週間前の金曜日・
午前8時45分～（例：4月11日画の場合は4月4日画から）。
※一週間前の金曜日が祝日だった場合は、翌週の月曜日・午前8
時45分～。
胸予約受付窓口…下表参照（電話のみ受け付け・先着順）。

【留意点】
・当日受け付けも行いますが、電話予約の人が優先されます。
・会場、定員は今までどおりです（本紙11ページ参照）。
・相談日当日、キャンセルする場合は、必ずご連絡ください。相
　談開始15分前にご来場されず、連絡がない場合は、キャンセル
　といたします。
・相談がスムーズに進むよう、あらかじめ相談内容、質問事項を
　整理し、関係書類がありましたら持参してください。
・相談員は、相談者に適切な助言をさしあげるのが目的です。問題
　を解決するのはあくまでも相談者ご自身です。

　
4
月
1
日
か
ら
の
消
費
税
率
が
8

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
公
共
施

設
の
使
用
料
（
利
用
料
金
）
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
い
ま
す
。

【
4
月
1
日
以
降
の
利
用
】

煙
消
費
税
相
当
額
は
、
1
円
単
位
を

切
り
捨
て
た
額
と
し
ま
す
。

煙
3
月
　
日
以
前
に
使
用
料
（
利
用

31

1
1
6
）。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
に

ご
注
意
を

　
e-

T
a
x
を
利
用
す
る
た
め
の

電
子
証
明
書
に
は
有
効
期
間
が
あ
り

ま
す
。

　
有
効
期
間
は
、
証
明
書
の
発
行
日

か
ら
起
算
し
て
3
年
と
な
り
、
有
効

期
間
が
満
了
す
る
と
失
効
し
、
電
子

申
告
な
ど
に
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
平
成
　
年
に
電
子
証
明
書
を
取
得

23

し
た
人
は
、
本
年
に
そ
の
有
効
期
間

が
満
了
と
な
り
ま
す
。
効
力
が
失
わ

れ
る
と
、
再
度
電
子
証
明
書
の
申
請

（
更
新
手
続
き
）
が
必
要
で
す
。

　
す
で
に
電
子
証
明
書
を
取
得
し
、

今
年
e-

T
a
x
を
利
用
す
る
人
は
、

ご
自
分
の
電
子
証
明
書
の
有
効
性
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
有
効
性
の
確
認

は
、「
公
的
個
人
認
証
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（h

ttp
://w

w
w
.jp
k
i.g
o

.jp
/

）」
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
窓
口
」

の
中
で
確
認
で
き
ま
す
。

■問 
市
民
課
住
民
記
録
班
（
緯
内
線
2

3
4
・
2
3
7
）。

ワ
ー
ド
設
定
を
行
い
ま
す
。
必
ず
申

請
者
本
人
が
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

胸
必
要
な
も
の
…
①
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の
官
公
署
が
発
行

し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書
（
有
効
期

限
内
の
も
の
）、
②
写
真
付
住
基

カ
ー
ド
を
希
望
の
場
合
は
、
写
真
一

枚
（
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
、
無
背

景
で
、
6
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
。
縦
4
・
5
唖
×
横
3
・
5
唖
）。

※
す
で
に
住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

る
人
で
、
電
子
証
明
書
の
申
請
を
す

る
場
合
は
、
必
ず
住
基
カ
ー
ド
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

■費 
住
基
カ
ー
ド
5
0
0
円
、
電
子
証

明
書
5
0
0
円
。

　
な
お
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公

署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
の
証
明
書

を
お
持
ち
で
な
い
人
は
、
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■問 
【
住
基
カ
ー
ド
お
よ
び
電
子
証
明

書
の
取
得
】
市
民
課
住
民
記
録
班

（
緯
内
線
2
3
4
・
2
3
7
）、
印
旛

支
所
市
民
福
祉
課
市
民
班
（
緯
碓98 
1

　
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
を
、

e-

T
a
x
（
所
得
税
電
子
申
告
、
納

税
）
を
利
用
し
て
行
う
人
が
近
年
増

え
て
い
ま
す
。
利
用
す
る
に
は
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー

ド
）
と
電
子
証
明
書
の
取
得
が
必
要

で
す
。

　
市
で
は
、
平
日
来
庁
で
き
な
い
人

の
た
め
に
、
左
表
の
と
お
り
市
民

課
・
印
旛
支
所
市
民
福
祉
課
を
開
庁

し
、
取
得
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

碓伺 
申
請
の
際
、
本
人
確
認
と
パ
ス

e-

T
a
x
で
確
定
申
告
を
行
う
人
へ

胸日程表胸
時間日程場所

午前8時30分
　　～午後3時2月1日臥

市役所
市民課 午前8時30分

　　～午後2時3月1日臥

午前8時30分
　　　～11時2月15日臥

印旛支所
市民福祉課
（美瀬）

※手続きに時間を要するため、いずれも申請は
　各終了時刻までとします。
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胸各公共施設の使用料・利用料金の主な改定内容胸
主な改定内容施設名

【施設の使用料】
葛中央駅南コミュニティセンター（多目的ホールの使用料）
葛船穂コミュニティセンター（多目的室の使用料）

コミュニティ
センター

【施設の利用料金】
葛定期使用（１年間）に関するもの有料自転車駐車場

センター使用料健康づくりセンター
【施設の使用料】
野球場、陸上競技場、テニスコート、球技場、弓道場、照
明施設、総合体育館、パークゴルフ場の使用料の一部

有料公園施設など

【施設および備品の使用料】
葛中央公民館（調理実習室、視聴覚室、講堂）葛小林公民館（調理実習
室、視聴覚室、ホール）葛そうふけ公民館（調理室、視聴覚室、多目的
室）葛印旛公民館（和室、調理実習室、視聴覚室、大会議室）葛本埜公
民館（調理実習室２、視聴覚室、音楽室、多目的ホール）葛陶芸窯

公民館

【施設および附属設備の使用料】
ホール、楽屋、練習室、リハーサル室、多目的室、大会議室、小会
議室、和室、舞台・照明・音響・映像設備、楽器、そのほか

文化ホール

【施設および備品の使用料】
レクリエーションホール、視聴覚室、調理実習室、会議室５、陶芸窯中央駅前地域交流館

みなさんの
ご意見をお寄せください
　市では、印西市自転車の安全・安心利用
に関する条例に基づき、自転車の安全な
利用を促進するため、「印西市自転車安全
総合推進計画」の策定に取り組んでいま
す。
　このたび、計画の素案がまとまりまし
たので、広く市民のみなさんの意見を募
集します。
胸募集期間…2月3日俄～21日画。
胸閲覧場所…市役所（市民安全課）、各支
所・出張所、公民館。市のホームページで
も閲覧可（閲覧は2月3日俄から）。
■対 市内在住・在勤・在学の人。
胸提出方法…2月3日俄～21日画（消
印有効）に、任意様式または専用の様式
（市ホームページからダウンロード可）に
住所・氏名・連絡先を明記し、郵送・Ｆ
ＡＸ・メール・意見箱（閲覧場所に設置）、
または直接下記窓口まで持参。
※氏名などの必要事項が明記されていな
いものは、無効。また応募に要する諸費
用は応募者本人の負担です。
■問 市民安全課市民安全班（〒270―
1396印西市大森2364―2・緯内線７１４・
胃碓42 7242・■メール siminanzenka@cit
y.inzai.lg.jp）。

印西市自転車安全総合推進計画（素案）

胸1カ月の水道基本料金（税抜き）胸
統一後（印西地区）印旛地区口径

1,000円950円13亜
1,300円1,100円20亜
2,100円1,800円25亜
3,000円―30亜
6,300円6,350円40亜
14,400円14,400円50亜
33,100円33,100円75亜
63,900円※100亜
※※150亜以上

※は市長が別に定める額。

胸1カ月の水道従量料金（税抜き）胸
統一後（印西地区）印旛地区水量
1逢につき120円1逢につき80円1～10逢
1逢につき140円1逢につき140円11～20逢
1逢につき180円1逢につき220円21～40逢
1逢につき320円1逢につき320円41～100逢
1逢につき400円1逢につき400円101～500逢
1逢につき440円1逢につき400円501逢以上

※印旛地区の101逢以上の単価は、すべて400円。

胸下水道使用料（税抜き）胸
統一後2カ月の使用水量

1,800円20逢まで
1逢につき108円21逢～40逢
1逢につき120円41逢～60逢
1逢につき138円61逢～100逢
1逢につき150円101逢～200逢
1逢につき176円201逢～1,000逢
1逢につき189円1,001逢～2,000逢
1逢につき203円2,001逢以上

市営水道水道料金およ　市営水道水道料金およびび
下水道使用料が統一されま　　　下水道使用料が統一されますす

合同相談（市民生活・法律・人権・交通事故・行政）

4月から電話予約制に変わります

胸予約受付窓口胸
主な相談内容窓口相談名

日常直面する諸問題・相続・離
婚・対人関係・近隣関係など市民課窓口班

市民生活相談

金銭・相続・不動産の賃貸借・売
買・損害賠償など法律上の問題法律相談

人権侵害など市民課戸籍班人権相談
交通事故による損害賠償請求など市民安全課市民安全班交通事故相談
国などの行政に関する苦情や意見秘書広報課広報広聴班行政相談

※交通事故相談は4月は行わないため、5月からになります。


